
受
付
期
間
を
確
認 

最
寄
り
の
会
場
へ

　

今
年
も
市
役
所
と
市
内
各
地
区
の
会

場
で
は
、
市
・
県
民
税
の
申
告
と
所
得

税
の
確
定
申
告
、
成
田
税
務
署
特
設
会

場（
イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田
2
階「
イ
オ

ン
ホ
ー
ル
」）で
は
所
得
税
の
確
定
申
告

の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ

れ
の
申
告
受
付
期
間
を
確
認
の
上
、
最

寄
り
の
申
告
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ

い（
市
・
県
民
税
申
告
の
受
け
付
け
は
、

税
務
署
特
設
会
場
で
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
）。

  

ま
た
、
下
総
・
大
栄
支
所
で
の
申
告

の
受
け
付
け
は
、
今
年
か
ら
期
間
が
短

縮
さ
れ
ま
し
た
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
支
所
で
の
受
付
期
間
が
短
縮
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
申
告
会
場
の
混
雑
が

予
想
さ
れ
ま
す
。
申
告
は
ど
の
会
場
で

も
で
き
ま
す
の
で
、
支
所
以
外
で
の
申

告
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

早めの準備で
正しい申告を
市・県民税は2月2日（月）、所得税は2月16日（月）から申告を受け付けます。

今年は、下総・大栄支所での受付期間が短縮されましたので、日程を確認の上、来所してください。

早めの準備で正しい申告をお願いします。

市・県民税申告と所得税確定申告
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市・県民税申告と所得税確定申告
　

今
年
の
1
月
1
日
現
在
市
内
に
住
ん

で
い
た
人
で
、
平
成
20
年
中
に
次
に
該

当
す
る
人
は
、
市
・
県
民
税
の
申
告
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成
20
年
分
の
所
得
税
の

確
定
申
告
を
し
た
人
や
、
勤
務
先
か
ら

給
与
支
払
報
告
書（
年
末
調
整
済
み
）が

提
出
さ
れ
る
人
は
、
申
告
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

○
事
業
所
得
な
ど
が
あ
っ
た
人

　

営
業
・
農
業（
収
支
内
訳
書
を
必
ず

作
成
し
持
参
し
て
く
だ
さ
い
）・
そ
の

ほ
か
の
事
業
で
の
所
得
や
不
動
産
・
配

当
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
人（
所
得
が

少
な
い
場
合
や
赤
字
の
場
合
で
も
申
告

が
必
要
で
す
）

○
給
与
所
得
者
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人

・
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
人

・
給
与
所
得
以
外
に
所
得
が
あ
っ
た
人

・
平
成
20
年
中
に
勤
務
先
を
退
職
し
、

今
年
の
1
月
1
日
現
在
就
職
し
て
い

な
い
人

○
公
的
年
金
な
ど
の
受
給
者
で
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

・
公
的
年
金
な
ど
の
所
得
以
外
に
所
得

が
あ
っ
た
人

・
扶
養
控
除
や
社
会
保
険
料
控
除
な
ど

の
所
得
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

○
前
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
人

　

平
成
20
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
人

で
も
、
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
資
料

や
非
課
税
証
明
書
交
付
の
資
料
に
な
り

ま
す
の
で
、
市
・
県
民
税
の
申
告
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
平
成

21
年
1
月
1
日
現
在
、
市
内
に
住
ん
で

い
る
人
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
る
配

偶
者
や
子
は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん○
そ
の
ほ
か

　

市
内
に
住
ん
で
い
な
い
が
、
今
年
の

1
月
1
日
現
在
、
事
務
所
・
事
業
所
・

家
屋
敷
が
市
内
に
あ
る
人

申
告
は
最
寄
り
の
会
場
で

　

申
告
は
下
表
の
通
り
各
会
場
で
受
け

付
け
し
ま
す
。
早
め
に
準
備
を
し
て
、

最
寄
り
の
会
場
で
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
2
月
2
日（
月
）か
ら
13
日

（
金
）ま
で
は
市
・
県
民
税
の
申
告（
営

業
・
不
動
産
・
農
業
所
得
を
除
く
）の

み
の
受
け
付
け
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

申
告
を
忘
れ
る
と

　

今
回
の
申
告
は
、
平
成
21
年
度
分
の

市
・
県
民
税
を
算
出
す
る
基
礎
と
な
り

ま
す
。

　

申
告
を
し
な
い
と
、
児
童
手
当
な
ど

を
受
け
る
と
き
や
保
育
園
に
入
園
す
る

と
き
、
融
資
を
受
け
る
と
き
、
公
営
住

宅
に
入
居
す
る
と
き
な
ど
に
必
要
な
証

明
書
類
の
発
行
が
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

　

必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
税
務
課（
☎
20
‐
1 

5 

1 

3
）へ
。

市
・
県
民
税
の
申
告 

2
月
2
日（
月
）か
ら
3
月
16
日（
月
）ま
で

○ 下総・大栄支所での申告受付期間が5日間に
短縮されましたので、日程を確認の上、来
所してください。

○ 日程が短縮されたことに伴い、申告会場の
混雑が予想されます。申告はどの会場でも
できますので、支所以外の会場の利用をお
勧めします。

○ 税務署の特設会場でできるのは、所得税確
定申告のみです。市・県民税申告はできま
せんので、ご注意ください。

○ 昨年まで行っていた地区（自治会）ごとの割
り振りはありませんので、都合のいい日に
最寄りの会場へお越しください。

○ 支所窓口では、指定日以外の申告書の受け
付けはできませんので、税務署の特設会場
または市役所などの申告会場へお越しくだ
さい。記入が完了した申告書の提出のみの
人に限り、支所窓口で受理します。

会　場 受　付　日

市・県民税（営業・不動産・農業所得を除く）の申告

市役所2階税務課
2月2日（月）～13日（金）
（土・日曜日、祝日を除く）

市・県民税の申告と所得税の確定申告

市役所6階中会議室

2月16日（月）～3月16日（月）
（土・日曜日を除く。ただし、2
月22日（日）と3月1日（日）は受け
付けします）

下総支所2階会議室
2月20日（金）・22日（日）

3月1日（日）・10日（火）・11日（水）

大栄支所2階会議室
2月22日（日）・23日（月）

3月1日（日）・12日（木）・13日（金）

保健福祉館 2月24日（火）

公津公民館 2月25日（水）

八生公民館 2月26日（木）

豊住公民館 2月27日（金）

中郷公民館 3月4日（水）

久住公民館 3月5日（木）

三里塚コミュニティセンター 3月6日（金）

申告会場と受付日時

受 付時間＝午前9時～正午、午後1時～5時（保健福祉館・各公民
館・三里塚コミュニティセンターは午後3時まで）

・ 混雑の状況によっては、時間内でも受け付けを終了することが
ありますのでご了承ください

・ 各会場の受付で番号札を渡しますので、順番が来るまでお待ち
ください。申告書にはあらかじめ住所・氏名の記入、押印をお
願いします

下総・大栄地区の皆さんへ
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　成田税務署では、イオンモール成田2階「イオンホール」に

特設会場を設け、確定申告書の作成相談などを行います。

期 間＝1月29日～3月16日（月）（土・日曜日、祝日は除く。た

だし、2月22日（日）と3月1日（日）は受け付けを行います）

時間＝午前9時～午後5時

確定申告書の提出・納期限

○所得税・贈与税…3月16日（月）

○個人消費税…3月31日（火）

成田税務署特設会場

申告指導相談会

期日＝2月9日（月）

時間＝午前9時30分～正午、午後1時～4時30分

会場＝市役所6階大会議室

対 象＝年金のみ、または給与と年金の両方があり、住宅借入

金等特別控除以外の理由で確定申告をする人

　

所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
2
月
16

日（
月
）か
ら
3
月
16
日（
月
）ま
で
、
成

田
税
務
署
特
設
会
場（
イ
オ
ン
モ
ー
ル

成
田
2
階「
イ
オ
ン
ホ
ー
ル
」）と
市
役

所
・
公
民
館
な
ど
各
会
場
で
受
け
付
け

ま
す
。
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
人
は

成
田
税
務
署
特
設
会
場
で
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い
。

◦
分
離
課
税
と
な
る
譲
渡
所
得
の
あ
る

人

◦
事
業
収
入
・
不
動
産
収
入
が
5
0
0

万
円
以
上
と
な
る
人

◦
青
色
申
告
を
す
る
人

　

還
付
申
告
書
は
、
2
月
16
日
以
前
で

も
成
田
税
務
署
特
設
会
場（
特
設
会
場

は
1
月
29
日
か
ら
開
設
し
て
い
ま
す
）

で
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
な
る
べ

く
2
月
中
に
申
告
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ

い
。

所
得
税
の
申
告
指
導
相
談
会

　
「
申
告
指
導
相
談
会
」を
左
記
の
日
程

で
行
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
税
理
士
を
指

導
員
と
し
て
申
告
書
作
成
の
ア
ド
バ
イ

ス
を
行
う
説
明
会
で
、
当
日
会
場
で
提

出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
所
得
税
の
確
定
申
告
に
つ
い
て
く

わ
し
く
は
成
田
税
務
署（
☎
28
‐

5
1
5
1
）ま
た
は
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（h

ttp
://w

w
w
.n
ta
.

go.jp

）へ
。

○すべての人…印鑑（ゴム製のものを除く）

○ 給与所得者と年金所得者…源泉徴収票の原本（コ

ピーは不可）

○事業をしている人…収入や支出が分かるもの

○ 医療費控除を受ける人…源泉徴収票の原本、医療費

の領収書、保険金などで補てんされる金額の分かる

もの

○ 社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控

除、寄付金控除を受ける人…支払金額の確認できる

もの、または証明書

○障害者控除を受ける人…障害者手帳など

○ 住宅借入金等特別控除を受ける人…源泉徴収票の原

所
得
税
の
確
定
申
告 

2
月
16
日（
月
）か
ら
3
月
16
日（
月
）ま
で

本（コピーは不可）、住民票（本人のもの）、金融機関

の借入金残高証明書、登記事項証明書、売買契約書

または請負契約書の写し（土地などの取得がある場

合には、土地の登記事項証明書と売買契約書の写し

も必要）など

○ 所得税の還付を受ける人…申告者本人の預貯金口座

の種類や口座番号が分かるもの

　郵送で申告書を提出する場合は、次の住所へ送付し

てください。

○ 市・県民税申告…〒286-8585 花崎町760 成田市

役所税務課

○確定申告…〒286-8501 加良部1-15 成田税務署

申告のときに必要なもの

郵送でも提出できます
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市・県民税申告と所得税確定申告

ふるさと納税（都道府県・市区町村に対する寄附金税

制の見直し）

・ ふるさと納税とは「ふるさとを大切にしたい」「ふる

さとに貢献・応援したい」などの気持ちを形にする

ため、都道府県や市区町村に対しての寄附金を個人

住民税所得割から控除するものです。

・ 都道府県や市区町村に対する寄附金のうち5,000円

を超える部分については、個人住民税の所得割のお

おむね1割を限度とし、所得税と合わせて全額控除

されます。

対象＝平成20年1月1日以降の寄附金

手 続き＝寄附金の受領証明書（領収書）を添付して確定

申告

　

平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
末
ま
で
に

入
居
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

を
受
け
て
い
る
人
は
、
税
源
移
譲
に
よ

り
所
得
税
が
減
額
と
な
り
、
控
除
で
き

る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が
減
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
減
少
分
に
つ
い
て「
住
宅
借
入

金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
、
平
成
21
年
度
の

市
・
県
民
税
の
課
税
額（
所
得
割
）か
ら

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
」

は
、「
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
」と「
税

源
移
譲
前
の
税
率
を
用
い
て
算
出
し
た

所
得
税
額
」の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額

か
ら「
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
」

を
差
し
引
い
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

確
定
申
告
を
す
る
人

　

確
定
申
告
期
間
内
に
、
住
宅
借
入
金

等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
を
確
定
申
告

書
と
と
も
に
各
申
告
会
場
へ
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

用
紙
は
各
申
告
受
付
会
場
に
用
意
し

て
あ
り
ま
す
の
で
、
記
載
要
領
に
従
い

必
要
事
項
を
記
入
し
て
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

給
与
所
得
で
年
末
調
整
を
し
て
い
る
人

　

平
成
20
年
分
の
給
与
所
得
の
源
泉
徴

収
票
の
摘
要
欄
に「
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
可
能
額
」Ⓐ
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

こ
の
金
額
が
源
泉
徴
収
票
の「
住
宅
借

入
金
等
特
別
控
除
の
額
」Ⓑ
よ
り
大
き

い
場
合
に
、
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

用
紙
は
市
税
務
課
に
用
意
し
て
あ
り

ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、
源

泉
徴
収
票（
原
本
）を
添
付
し
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

申
告
期
限

　

申
告
期
限
は
、3
月
16
日（
月
）で
す
。

　市・県民税（住民税）における寄附金控除が大幅に拡

充されました。

控除対象寄附金の拡大

・ 寄附金控除の対象となる団体が追加されました（住

民福祉の増進に寄与するものとして、千葉県および

成田市が条例で定めた団体）。

・ 控除の方式が、所得控除方式から税額控除方式にな

りました。

・ 寄附金控除の控除対象限度額が総所得金額等の

25％から30％へ引き上げられました。

・ 寄附金控除の適用下限額が10万円から5,000円へ

引き下げられました。

住民税の寄附金控除対象が拡充されました

転
居
し
た
人
は
、
平
成
21
年
1
月
1
日

現
在
住
ん
で
い
た
市
区
町
村
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

税
務
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w
w
.city.narita.chiba.jp/sisei/

sosiki/zeim
u/index.htm

l

）に
は
、控 

除
額
が
簡
単
に
計
算
で
き
る
様
式
を
用

意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
入
力
し
て
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す
れ

ば
、
そ
の
ま
ま
提
出
で
き
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
税
務
課（
☎
20
‐
1 

5 

　

1 

3
）へ
。

申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す

住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

源泉徴収票

（摘要）住宅借入金等
特別控除可能額（住宅
ローン控除可能額）

住宅借入金等特別
控除の額（所得税の
住宅ローン控除額）

Ⓐ Ⓑ

20

7 広報なりた2009.2.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です


